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　　　　　　　　　　　　正誤表

下記2箇所に誤字がありましたので訂正をお願い致します。

1．P150、右39行目

　　（誤）　バッジははく脱される。

　　（正）　バッジははく奪される。

2．P159、右1行目

　　（誤）　バッジのはく脱もある。

　　（正）　バッジのはく奪もある。
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ま　え　が　き

　バリアフリーの思想が広がってくるにしたがい、不特定多数の人が利用している公共的な場所には、必ず

と言っていいほど身障者マークのついた障害者用駐車スペースが設けられるようになった。このことは障害

者の社会参加を促す点で非常に大きな意義がある。

　しかし・このような状況においても車いすを使用しているドライバーは困惑し、怒り、あきらめている。

それはなぜか？　駐車スペースをあてにして病院、役所、デパート、スーパーマーケット、高速道路のサー

ビスエリアなどに行くと、必ずと言っていいほどそのスペースが使用中であり、それゆえに実際には使えな

いことが多いからである。ではいったいそのスペースは誰が使っているのか？　一般の人であったり、歩行

に支障のない障害者（内部障害や聴覚障害のある人）であったり、ひどいときには物品の搬入のための業者

の車や公用車が駐車してあることすらある。

　私たちは障害者用駐車スペースを使用しようとしている「健康そうなドライバー」に対して、駐車をしな

いようにしばしば注意をしてきた。しかし、9割以上の人が不満を持ったようである。「何の権利があって

停めるなと言うのか」「健常者が停めてはいけないという法律があるのか」「障害者は来ないから停めても大

丈夫だ」と口々にいいながら、車を移動させようとはしない。障害者を同乗させていないにも関わらず「こ

れは介護車だから停める権利がある」「今は障害がある者は家にいるが家族にも停める権利があるはず」と

言う人もいる。驚いたのは「乗せている犬に障害があるから」と言い張る人もいたことである。

　確かに、先進諸国には障害者用駐車スペースの利用資格を定めた法律や違反者への罰則制度が整備されて

いるが・日本にはまだない。アジアでは韓国や台湾にも法律がある。日本では、「おもいやり」や「いたわ

り」という言葉で示されるように、この種の問題は市民の意識によって解決すべきだという思想がある。し

かし、できるだけ近くに、できるだけ広いところに、屋根のあるところに、自分の車を停めたいというのは

万人に共通する意識である。なぜ他の国では法制化されているかと言えば、啓発だけでは解決できる問題で

はなく、法制化の効果が大きいからである。遅すぎるとはいえ、日本でも法制化を検討しなければならない

時期にある。

　しかし、悩ましいことも多い。基本的には障害者用駐車スペースは車いすドライバーが使用するべきであ

ると考えられるが、他の障害者や高齢者、それらの家族の二一ズもある。利用資格をどのようにとらえれば

よいのかについての検討が今までなされてきていないのである。悩ましい問題であるので「身障者マークの

ついている車ならば駐車の権利がある」としているところが多い。それをいいことに健常者がホームセンタ

ーや100円ショップで売られている身障者マークを駐車時だけ車に付けて、不正利用をするケースが出てく

るのである。

　この駐車スペースが適正に使用されるためには法制化だけではダメである。駐車場のどの位置にそのスペ

ースを設置すればよいのか、わかりやすい表示や不正使用防止に効果のある表示とはどのようなものか、一

般市民を啓発するための内容と方法をどのように整備したらよいか、そもそもなぜ不正使用をするのか、諸

外国の法律と運用の実態はどうかなどについて総合的に研究した上で、法制化、一般市民への啓発教育、ド

ライバーへの1青報提供、適正な駐車場構造と表示を進めていかなくてはならないのである。

　現在・小学校の社会科の教科書にこのスペースを扱ったものがある。このような小さいうちからの障害理

解の取り組みはたいへん重要である。スーパーマーケットで不正に利用しようとした親に対して子どもが注



意したという話を聞いたことがある。アメリカでは一般駐車場がどんなに混雑していても障害者用駐車スペ

ースは空いていることがほとんどであるという。だからこそ、障害者が社会的に自立でき、共生社会を築い

ていけるのである。

　日本も早くそうなることを祈って、私たち研究グループは調査に力を注ぎ、この報告書をまとめた。いろ

いろなところで活用されることを心から望んでいる。

徳　田　克己
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第1章　問題の所在と目的

第1節　交通バリアフリーとは何か

　近年、障害者の権利が制度的に保障されたことに

より、徐々に障害者の日常生活の活動範囲が広まり、

さまざまな分野においてバリアフリー化が求められ

るようになった。バリアフリーは「社会生活を行う

上で生じる『じゃまな物、行く手をさえぎるもの』

を取り払い、すべての人が不便なく暮らすことがで

きるようにすること」と一般的に定義されている

（Tokuda，2001）。「障害者」の社会参加を困難にす

るバリアは、次の4つに分類される。

①物理的なバリア

　車いす使用者や高齢者の移動を妨げる歩道の段差

や歩道に置かれた看板、自転車、電柱、街路樹等の

障害物等のことである。この他にも、スロープの出

入口や通り道をふさぐ自転車、車等の障害物、点字

ブロックの上の障害物など、物理的バリアにはさま

ざまなものがある。

②心理的なバリア

　障害者や高齢者に対する偏見や誤解、知識不足、

認識不足等により、対等な「ひとりの人間」として

付き合えない状況を指す。具体的には、障害者を低

く評価する、一方的に同情する、障害について知ら

ないもしくは知ろうとしない、障害について知って

いても適正な理解をしていないことなどが挙げられ

る。

③［青報のバリア

　情報の入手について、何らかの制約を受けること

を指す・例えば、視覚障害者は、案内板や地図等を

見ることができないため、位置や目的地に関する情

報を得ることが難しい。また、信号を見ることがで

きないため、車道の交通状況がつかめず、車道の横

断には常に危険を感じている。聴覚障害者は、緊急

車両のサイレンや車のクラクション、自転車の警告

鈴など、音による情報を受け取ることができないた

め、危険を察知しにくい場合がある。

④制度的なバリア

　障害を理由に制度的な制限を受けることを言う。

例えば、肢体不自由者が運転免許を取得する際には

運転できる車の重量制限を受けるなどのように、資

格や免許にはその取得が制限されているものがあ

る。

　交通の分野においても、障害者の活動範囲が広ま

ったことによって、屋外及び屋内の物理的なバリア

の解消や乗り物の円滑な利用、一般社会の適正な理

解などが求められている。

　障害者の屋外における移動は、「移動能力」「道路

等の環境」「一般社会の理解」の3つの要因から成

り立っており・これらのうちひとつでも欠けると、

障害者が円滑に移動することはできない。「道路等

の環境」の阻害は物理的なバリアに分類され、「一

般社会の理解」の阻害は心理的なバリアに分類され

る・個人の移動能力を高めることはもちろん必要な

ことであるが、同時に、物理的なバリアや心理的な

バリアを解消し、障害者の移動環境を整えることが

必要であり、これらのバリアの解消こそ、今日のバ

リアフリーの大きな課題である。

　道路交通上あるいは乗り物を利用する上で、これ

らの物理的なバリアや心理的なバリア等が原因とな

って・移動に支障をきたすことがある者を総称して

交通障害者と呼ぶ。具体的には、肢体不自由者（車

いす使用者を含む）、視覚障害者（盲導犬使用者を

含む）、聴覚障害者、妊婦、高齢者、知的障害者等

が挙げられる。

　交通障害者のうち、特に視覚障害者、車いす使用

者に関する交通上の具体的なバリアについて、以下

に述べる。

①視覚障害者

　通勤や通学、買い物や通院などの目的のある外出

では、速く、安全に、ストレスなく移動できること
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が重要である。しかし実際には、視覚障害者は、歩

道上の障害物や歩道を走る自転車、歩道に乗り上げ

て停めた車などにぶつかり、痛い思いをしながら、

時問をかけて道を歩いている。また、視覚障害者が

安全に移動できることを目的に敷設された点字ブロ

ックについても、点字ブロック上や周辺に障害物が

置かれていたり、敷設の仕方が間違っていたりする

ことによって、安全な歩行が妨げられるケースが多

い。さらに、視覚的な情報に制約を受けることによ

って、視覚障害者は車道の横断に常に危険を感じて

いるQ

②車いす使用者

　車いすは、主に下肢に障害がある者が使用する移

動のための補助具である。一時的に歩行が困難にな

った者、内臓疾患のある者、高齢で歩行が困難な者

等が使用することもある。

　車いす使用者の身体の状態は、その障害原因や病

気の種類によってさまざまであり、体温調節や排泄

に問題のある人も多く、身体障害者用のトイレの設

置、アクセスの利便性などは移動のための重要なポ

イントである。

　車いす使用者は、歩道の段差や凹凸、歩道上の障

害物にバリアを感じている。歩道上に置かれた看板

や自転車、歩道に乗り上げて停めた車によって、車

いす使用者が歩道を通行できずに車道を通行するこ

とは危険である。特に、歩道に乗り上げて違法駐車

した車を避けて車道に出る場合は、違法駐車の車に

そって大きく車道に出ることになるため、大きな危

険を伴う。

　また、日本では多くの車いす使用者が自動車を運

転しているという現状がある。警察庁の公開してい

る資料によると、1999年の身体障害者限定運転免

許保持者の数はおよそ226，676人と推定されている

（図1－1参照）。現在では自動車の運転は、その人の

QOL（qualityofli£e）を向上させるための最も大き

な要因のひとつとなっている。しかし車いす使用者

が自動車を運転することについては、免許の取得時

の問題（川口，2000）、改造車両の問題、駐車場問

題等、早急に解決しなければならないさまざまな問

題が存在している。

第2節　交通バリアフリーに関する法律

1．交通バリアフリーに関する国の施策

　わが国のバリアフリーに関する法律は、「国連・

障害者の10年」が始まった1983年に、当時の運輸

省が「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施

設設備ガイドライン」を策定し、国としてバリアフ

リー基準を定めたことが最初であるとされている。

1985年には、当時の建設省が「視覚障害者誘導ブ

人数

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

4056
24175

157533

4071
25241

162566
4039

26337
166808

3985
27280

170928

3932
28412

17539

4055
29521

179

4191
30582

18

4319
31374 1

4375
32131

■義手又は義足の条件

■補聴器の使用

ロ身体障害者用車両に限定

179183

182897

186289

190170

図1－1．身体障害者限定運転免許保持者の人数（警察庁調べ）
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ロック設置指針について」を通達、また1991年に

は当時の運輸省が「鉄道駅におけるエスカレーター

設備指針」を策定している。

　1995年には「障害者対策に関する新長期計画」

（平成5年度から14年度）の具体化を図るための重

点施策実施計画として「障害者プラン～ノーマライ

ゼーション7か年戦略」が作成された。障害者プラ

ンは①地域で共に生活するために、②社会的自立を

促進するために、③バリアフリー化を促進するため

に、④生活の質（QOL）の向上を目指して、⑤安全

な暮らしを確保するために、⑥心のバリアを取り除

くために、⑦わが国にふさわしい国際協力・国際交

流を、の7つの骨格を形成している。

　障害者プランでは「バリアフリー化を促進する」

という視点から、歩行空間の整備と移動・交通対策

の推進が提言され、以下の具体的な施策が盛り込ま

れている。

一　歩行空間の整備

（1）21世紀初頭までに歩行者利用が見込まれる主

な道路（約26万km）のうち約5割（約13万km）

について、車いすがすれ違うことができる、障害

者等も安全で快適に利用できる幅の広い歩道（幅

員3m以上）を整備することを目標に、その整備

を推進する。

（2）障害者等が安心して移動し、憩うことができ

る歩行空間を面的に確保するため、住居系・商業

系地区における通過交通を制限できるコミュニテ

ィ道路等の整備を積極的に推進する。

（3）歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロック

の設置を積極的に推進するとともに、放置自転車

をなくすための自転車駐車場の整備、電線共同溝

の整備等による電線類の地中化等を通じ、安心し

て歩行できる空間を確保する。

（4）大都市圏の大部分の駅や地方圏の主要な駅を

中心に、駅前広場、車道部のかさ上げにより連続

的に平坦性が確保された幅の広い歩道、昇降装置

付立体横断施設、動く歩道等の整備等を推進する。

二　移動・交通対策の推進

1、公共交通ターミナルのバリアフリー化の推進

（1）「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者

　等のための施設整備ガイドライン」等に基づき、

　各交通事業者等を指導するとともに、補助や財政

　投融資を活用しつつ、公共交通ターミナルのバリ

　アフリー化を推進する。特に鉄道駅においては、

　事業者に対して「鉄道駅におけるエレベーター整

　備指針」等に基づき、エレベーターについては、

　新設又は大改良を行う駅には原則として設置する

　とともに既設駅についても5m以上の段差があり、

　1日当たりの乗降客が5，000人以上ある駅には順

次計画的に整備すること等を重点的に指導する。

2，障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の

　整備

（1〉「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の

車両に関するモデルデザイン」やリフト付路線バ

スの導入等への国費による補助等の支援を活用し

ながら、公共交通機関における障害者等が利用し

やすい車両の導入について事業者を指導する。

（2）バス停、路面電車停留所におけるベンチの設

置等施設の充実及び歩道のかさ上げによる低床式

バスヘの対応等を促進する。

3．道路交通環境の整備

（1）都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進

することとし・特に道路附属物として整備する駐

車場については、全て障害者用駐車スペースを整

備する。

（2）高速道路等のサービスエリア及びパーキング

エリア並びに主要な幹線道路で整備を進めている

「道の駅」の全てについて、障害者用トイレ、駐車

スペースを整備する。

（3）平成8年度を初年度とする第6次交通安全施

設等整備五力年計画に基づき、障害者の利用に配

慮した交通安全施設の整備を推進する。

4，運転免許取得希望者等に対する利便の向上

（1〉指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習

車両の整備や改造等を行った持ち込み車両等を使

用した教習の実施等、必要な指導を行う。
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平成13年度研究調査報告書障害者用駐車スペースの利用の適正化に関する総合的研究平成14年4月　　　　財団法人国際交通安全学会1魏脚吻πα碗SSO6加加（ゾ％顔厩π4’5ゆり756勧6θS　　　　　　　　　　　　正誤表下記2箇所に誤字がありましたので訂正をお願い致します。1．P150、右39行目　　（誤）　バッジははく脱される。　　（正）　バッジははく奪される。2．P159、右1行目　　（誤）　バッジのはく脱もある。　　（正）　バッジのはく奪もある。研究委員会の構成PL：徳田克己（筑波大学心身障害学系助教授）メ≧バー：松村みち子（タウンクリエイター代表）　　　鶴賀孝廣（本田技術研究所主任研究員）　　　水野智美（福山平成大学経営学部専任講師）事務局：　小　宮　孝　司　　（国際交通安全学会）　　岩　澤　　　茂　　（国際交通安全学会）研究協力者1　西　館　有　沙　　（筑波大学大学院博士課程大学院生）　　　石　上　智　美　　（筑波大学大学院博士課程大学院生）　　　里　見　幸　子　　（筑波大学大学院修士課程大学院生）　　　小野聡子（筑波大学人間学類学生）　　　原　田　知　沙　　（筑波大学人問学類学生）　　　開　地　真　也　　（福山平成大学経営福祉学科学生）　　　酒　井　寿　明　　（福山平成大学経営福祉学科学生）　　　富　樫　美奈子　　（茨城キリスト教大学助手）本研究を実施するにあたって・全国脊髄損傷者連合会に多大なご協力をいただきました。ここに記して深く感謝申し上げます。ま　え　が　き　バリアフリーの思想が広がってくるにしたがい、不特定多数の人が利用している公共的な場所には、必ずと言っていいほど身障者マークのついた障害者用駐車スペースが設けられるようになった。このことは障害者の社会参加を促す点で非常に大きな意義がある。　しかし・このような状況においても車いすを使用しているドライバーは困惑し、怒り、あきらめている。それはなぜか？　駐車スペースをあてにして病院、役所、デパート、スーパーマーケット、高速道路のサービスエリアなどに行くと、必ずと言っていいほどそのスペースが使用中であり、それゆえに実際には使えないことが多いからである。ではいったいそのスペースは誰が使っているのか？　一般の人であったり、歩行に支障のない障害者（内部障害や聴覚障害のある人）であったり、ひどいときには物品の搬入のための業者の車や公用車が駐車してあることすらある。　私たちは障害者用駐車スペースを使用しようとしている「健康そうなドライバー」に対して、駐車をしないようにしばしば注意をしてきた。しかし、9割以上の人が不満を持ったようである。「何の権利があって停めるなと言うのか」「健常者が停めてはいけないという法律があるのか」「障害者は来ないから停めても大丈夫だ」と口々にいいながら、車を移動させようとはしない。障害者を同乗させていないにも関わらず「これは介護車だから停める権利がある」「今は障害がある者は家にいるが家族にも停める権利があるはず」と言う人もいる。驚いたのは「乗せている犬に障害があるから」と言い張る人もいたことである。　確かに、先進諸国には障害者用駐車スペースの利用資格を定めた法律や違反者への罰則制度が整備されているが・日本にはまだない。アジアでは韓国や台湾にも法律がある。日本では、「おもいやり」や「いたわり」という言葉で示されるように、この種の問題は市民の意識によって解決すべきだという思想がある。しかし、できるだけ近くに、できるだけ広いところに、屋根のあるところに、自分の車を停めたいというのは万人に共通する意識である。なぜ他の国では法制化されているかと言えば、啓発だけでは解決できる問題ではなく、法制化の効果が大きいからである。遅すぎるとはいえ、日本でも法制化を検討しなければならない時期にある。　しかし、悩ましいことも多い。基本的には障害者用駐車スペースは車いすドライバーが使用するべきであると考えられるが、他の障害者や高齢者、それらの家族の二一ズもある。利用資格をどのようにとらえればよいのかについての検討が今までなされてきていないのである。悩ましい問題であるので「身障者マークのついている車ならば駐車の権利がある」としているところが多い。それをいいことに健常者がホームセンターや100円ショップで売られている身障者マークを駐車時だけ車に付けて、不正利用をするケースが出てくるのである。　この駐車スペースが適正に使用されるためには法制化だけではダメである。駐車場のどの位置にそのスペースを設置すればよいのか、わかりやすい表示や不正使用防止に効果のある表示とはどのようなものか、一般市民を啓発するための内容と方法をどのように整備したらよいか、そもそもなぜ不正使用をするのか、諸外国の法律と運用の実態はどうかなどについて総合的に研究した上で、法制化、一般市民への啓発教育、ドライバーへの1青報提供、適正な駐車場構造と表示を進めていかなくてはならないのである。　現在・小学校の社会科の教科書にこのスペースを扱ったものがある。このような小さいうちからの障害理解の取り組みはたいへん重要である。スーパーマーケットで不正に利用しようとした親に対して子どもが注意したという話を聞いたことがある。アメリカでは一般駐車場がどんなに混雑していても障害者用駐車スペースは空いていることがほとんどであるという。だからこそ、障害者が社会的に自立でき、共生社会を築いていけるのである。　日本も早くそうなることを祈って、私たち研究グループは調査に力を注ぎ、この報告書をまとめた。いろいろなところで活用されることを心から望んでいる。徳　田　克己目次まえがき第1章　問題の所在と目的（徳田）　　第1節　交通バリアフリーとは何か　………・・………・……………一……………………・………………　1　　第2節　交通バリアフリーに関する法律　………・・………・……………・・…・……………一…・…………　2　　第3節　交通バリアフリー研究と研究課題　…………………………・…・……・………………一・一…一　10　　第4節　本研究の目的　一………・……・…・……◆………・………・……◆…・………・………・り……………　13第2章　車いすドライバーに対する駐車スペース利用の実態と二一ズに関する調査（徳田〉　　第1節　ヒアリング調査　……………・・…・・………………・・……・…・………置…・…・…………◆…………　15　　第2節　質問紙調査　……………・一一…………・・……・………・………・『…………・・……・………………　24第3章　一般市民に対する駐車スペース利用の実態と意識に関する質問紙調査（徳田）　　第1節　目　的…………・……一・一……・…………………………一………・・………・…………・…・…・…40　　第2節方法……………・…・・……◆…一……一・……………一一……・………・…・…◆………・……・…40　　第3節　結果と考察　…一…一……・…………◆…一一…………・…・…・・………………・・………………　42第4章　車いす使用者および高齢者の家族等に対する駐車スペース利用の実態と意識に関する質問紙調査　　　　（水野）　　第1節　目　的……・◆…………・……・……・……曾………・………・・……………・・…・……………一…・…51　　第2節　車いす使用者の家族に対する駐車スペース利用の実態と意識　……………一…一……………　51　　第3節　高齢者の家族に対する駐車スペース利用の実態と意識　……………・・…・……・………・…・…　61　　第4節　車いす同乗者に対する駐車スペース利用の実態と意識　……………・・…・…・…一………・…　69第5章　駐車スペースに関する構造等調査（徳田）　　第1節　目　的・……………・……………………一…………・・………………………・…………・・……・…73　　第2節方法…………一一一……・………・…・……・…………・・…………・……◆◆………・…・……・…73　　第3節　結果と考察　…………・…・…・……・……・……・…・…・…………◆…………………………………　73第6章　駐車スペース利用の実態把握のための定点調査（徳田）　　第1節　目　的…………・……・・…・一・・…………・…・…………一甲………・・………・…・…………・…・…105　　第2節　同一店舗の駐車場内の異なる構造、異なる場所に設置された駐車スペースにおける　　　　　定点調査　…………・…・…・……・…………・・…………・一…曾…・……………・◆………・・………・105　　第3節　曜日、天候の異なる駐車スペースにおける定点調査　・……………・…・一一…………・……115　　第4節　同一の駐車場内で設置場所が変化した駐車スペースにおける変更前後での定点調査　……118第5節　一般車用駐車場と離れた場所に設置された駐車スペースにおける定点調査第7章　駐車禁止除外指定車標章に関する質問紙調査（徳田〉　　第1節　目　的　　第2節　方　法　　第3節　結果と考察第8章　ヨーロッパにおける障害者用駐車スペースの実態（松村）　　第1節　ヨーロッパ諸国の取り組み　　第2節　ドイツの取り組み　　第3節　イギリスの取り組み　　第4節　オランダの取り組み　　第5節　フランスの取り組み　　第6節　まとめ第9章　アメリカにおける障害者用駐車スペースの実態（鶴賀）　　第1節　概要　　第2節　障害者用駐車スペースの設置義務と要件　　第3節　実際の障害者用駐車スペースと表示の例　　第4節　障害者用駐車スペースを利用する資格　　第5節　障害者用駐車スペース不正利用に対する罰則　　第6節運用、取り締まり、および違反の実態　　第7節　障害者用駐車スペースに関連する組織および活動第10章　アジアにおける障害者用駐車スペースの実態（水野）　　第1節　韓国における障害者用駐車スペースの実態　　第2節　台湾における障害者用駐車スペースの実態第11章　総括（徳田〉　　第1節　結果のまとめ　　第2節　総合的考察　　第3節　今後の課題参考文献資　　料122124124125128136143152154157i60160166170173178182184188192193195196199第1章　問題の所在と目的第1節　交通バリアフリーとは何か　近年、障害者の権利が制度的に保障されたことにより、徐々に障害者の日常生活の活動範囲が広まり、さまざまな分野においてバリアフリー化が求められるようになった。バリアフリーは「社会生活を行う上で生じる『じゃまな物、行く手をさえぎるもの』を取り払い、すべての人が不便なく暮らすことができるようにすること」と一般的に定義されている（Tokuda，2001）。「障害者」の社会参加を困難にするバリアは、次の4つに分類される。�@物理的なバリア　車いす使用者や高齢者の移動を妨げる歩道の段差や歩道に置かれた看板、自転車、電柱、街路樹等の障害物等のことである。この他にも、スロープの出入口や通り道をふさぐ自転車、車等の障害物、点字ブロックの上の障害物など、物理的バリアにはさまざまなものがある。�A心理的なバリア　障害者や高齢者に対する偏見や誤解、知識不足、認識不足等により、対等な「ひとりの人間」として付き合えない状況を指す。具体的には、障害者を低く評価する、一方的に同情する、障害について知らないもしくは知ろうとしない、障害について知っていても適正な理解をしていないことなどが挙げられる。�B［青報のバリア　情報の入手について、何らかの制約を受けることを指す・例えば、視覚障害者は、案内板や地図等を見ることができないため、位置や目的地に関する情報を得ることが難しい。また、信号を見ることができないため、車道の交通状況がつかめず、車道の横断には常に危険を感じている。聴覚障害者は、緊急車両のサイレンや車のクラクション、自転車の警告鈴など、音による情報を受け取ることができないため、危険を察知しにくい場合がある。�C制度的なバリア　障害を理由に制度的な制限を受けることを言う。例えば、肢体不自由者が運転免許を取得する際には運転できる車の重量制限を受けるなどのように、資格や免許にはその取得が制限されているものがある。　交通の分野においても、障害者の活動範囲が広まったことによって、屋外及び屋内の物理的なバリアの解消や乗り物の円滑な利用、一般社会の適正な理解などが求められている。　障害者の屋外における移動は、「移動能力」「道路等の環境」「一般社会の理解」の3つの要因から成り立っており・これらのうちひとつでも欠けると、障害者が円滑に移動することはできない。「道路等の環境」の阻害は物理的なバリアに分類され、「一般社会の理解」の阻害は心理的なバリアに分類される・個人の移動能力を高めることはもちろん必要なことであるが、同時に、物理的なバリアや心理的なバリアを解消し、障害者の移動環境を整えることが必要であり、これらのバリアの解消こそ、今日のバリアフリーの大きな課題である。　道路交通上あるいは乗り物を利用する上で、これらの物理的なバリアや心理的なバリア等が原因となって・移動に支障をきたすことがある者を総称して交通障害者と呼ぶ。具体的には、肢体不自由者（車いす使用者を含む）、視覚障害者（盲導犬使用者を含む）、聴覚障害者、妊婦、高齢者、知的障害者等が挙げられる。　交通障害者のうち、特に視覚障害者、車いす使用者に関する交通上の具体的なバリアについて、以下に述べる。�@視覚障害者　通勤や通学、買い物や通院などの目的のある外出では、速く、安全に、ストレスなく移動できること1が重要である。しかし実際には、視覚障害者は、歩道上の障害物や歩道を走る自転車、歩道に乗り上げて停めた車などにぶつかり、痛い思いをしながら、時問をかけて道を歩いている。また、視覚障害者が安全に移動できることを目的に敷設された点字ブロックについても、点字ブロック上や周辺に障害物が置かれていたり、敷設の仕方が間違っていたりすることによって、安全な歩行が妨げられるケースが多い。さらに、視覚的な情報に制約を受けることによって、視覚障害者は車道の横断に常に危険を感じているQ�A車いす使用者　車いすは、主に下肢に障害がある者が使用する移動のための補助具である。一時的に歩行が困難になった者、内臓疾患のある者、高齢で歩行が困難な者等が使用することもある。　車いす使用者の身体の状態は、その障害原因や病気の種類によってさまざまであり、体温調節や排泄に問題のある人も多く、身体障害者用のトイレの設置、アクセスの利便性などは移動のための重要なポイントである。　車いす使用者は、歩道の段差や凹凸、歩道上の障害物にバリアを感じている。歩道上に置かれた看板や自転車、歩道に乗り上げて停めた車によって、車いす使用者が歩道を通行できずに車道を通行することは危険である。特に、歩道に乗り上げて違法駐車した車を避けて車道に出る場合は、違法駐車の車にそって大きく車道に出ることになるため、大きな危険を伴う。　また、日本では多くの車いす使用者が自動車を運転しているという現状がある。警察庁の公開している資料によると、1999年の身体障害者限定運転免許保持者の数はおよそ226，676人と推定されている（図1−1参照）。現在では自動車の運転は、その人のQOL（qualityofli£e）を向上させるための最も大きな要因のひとつとなっている。しかし車いす使用者が自動車を運転することについては、免許の取得時の問題（川口，2000）、改造車両の問題、駐車場問題等、早急に解決しなければならないさまざまな問題が存在している。第2節　交通バリアフリーに関する法律1．交通バリアフリーに関する国の施策　わが国のバリアフリーに関する法律は、「国連・障害者の10年」が始まった1983年に、当時の運輸省が「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設設備ガイドライン」を策定し、国としてバリアフリー基準を定めたことが最初であるとされている。1985年には、当時の建設省が「視覚障害者誘導ブ人数1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年40562417515753340712524116256640392633716680839852728017092839322841217539405529521179419130582184319313741437532131■義手又は義足の条件■補聴器の使用ロ身体障害者用車両に限定179183182897186289190170図1−1．身体障害者限定運転免許保持者の人数（警察庁調べ）2ロック設置指針について」を通達、また1991年には当時の運輸省が「鉄道駅におけるエスカレーター設備指針」を策定している。　1995年には「障害者対策に関する新長期計画」（平成5年度から14年度）の具体化を図るための重点施策実施計画として「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」が作成された。障害者プランは�@地域で共に生活するために、�A社会的自立を促進するために、�Bバリアフリー化を促進するために、�C生活の質（QOL）の向上を目指して、�D安全な暮らしを確保するために、�E心のバリアを取り除くために、�Fわが国にふさわしい国際協力・国際交流を、の7つの骨格を形成している。　障害者プランでは「バリアフリー化を促進する」という視点から、歩行空間の整備と移動・交通対策の推進が提言され、以下の具体的な施策が盛り込まれている。一　歩行空間の整備（1）21世紀初頭までに歩行者利用が見込まれる主な道路（約26万km）のうち約5割（約13万km）について、車いすがすれ違うことができる、障害者等も安全で快適に利用できる幅の広い歩道（幅員3m以上）を整備することを目標に、その整備を推進する。（2）障害者等が安心して移動し、憩うことができる歩行空間を面的に確保するため、住居系・商業系地区における通過交通を制限できるコミュニティ道路等の整備を積極的に推進する。（3）歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置を積極的に推進するとともに、放置自転車をなくすための自転車駐車場の整備、電線共同溝の整備等による電線類の地中化等を通じ、安心して歩行できる空間を確保する。（4）大都市圏の大部分の駅や地方圏の主要な駅を中心に、駅前広場、車道部のかさ上げにより連続的に平坦性が確保された幅の広い歩道、昇降装置付立体横断施設、動く歩道等の整備等を推進する。二　移動・交通対策の推進1、公共交通ターミナルのバリアフリー化の推進（1）「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者　等のための施設整備ガイドライン」等に基づき、　各交通事業者等を指導するとともに、補助や財政　投融資を活用しつつ、公共交通ターミナルのバリ　アフリー化を推進する。特に鉄道駅においては、　事業者に対して「鉄道駅におけるエレベーター整　備指針」等に基づき、エレベーターについては、　新設又は大改良を行う駅には原則として設置する　とともに既設駅についても5m以上の段差があり、　1日当たりの乗降客が5，000人以上ある駅には順次計画的に整備すること等を重点的に指導する。2，障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の　整備（1〉「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両に関するモデルデザイン」やリフト付路線バスの導入等への国費による補助等の支援を活用しながら、公共交通機関における障害者等が利用しやすい車両の導入について事業者を指導する。（2）バス停、路面電車停留所におけるベンチの設置等施設の充実及び歩道のかさ上げによる低床式バスヘの対応等を促進する。3．道路交通環境の整備（1）都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進することとし・特に道路附属物として整備する駐車場については、全て障害者用駐車スペースを整備する。（2）高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリア並びに主要な幹線道路で整備を進めている「道の駅」の全てについて、障害者用トイレ、駐車スペースを整備する。（3）平成8年度を初年度とする第6次交通安全施設等整備五力年計画に基づき、障害者の利用に配慮した交通安全施設の整備を推進する。4，運転免許取得希望者等に対する利便の向上（1〉指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習車両の整備や改造等を行った持ち込み車両等を使用した教習の実施等、必要な指導を行う。3

